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と
な
る
柱
を
定
め
た
も
の
が
こ
の
後
期

基
本
計
画
で
す
。

　

平
成　

年
度
か
ら　

年
度
ま
で
の
５

18

22

年
間
で
す
。

　

私
た
ち
が
先
人
か
ら
受
け
継
い
で
き

た
平
泉
の
文
化
遺
産
は
、「
平
泉
―
浄
土

思
想
を
基
調
と
す
る
文
化
的
景
観
」
と

の
名
称
で
平
成　

年　

月
に
ユ
ネ
ス
コ

18

12

世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
に
登
録
推
薦
書
が

受
理
さ
れ
、
順
調
に
い
け
ば
平
成　

年
20

に
登
録
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
従
っ

て
本
町
は
、
基
本
構
想
に
お
い
て
掲
げ

た
「
や
す
ら
ぎ
と
文
化
を
お
り
な
す
千

年
の
ま
ち
づ
く
り
」
と
い
う
将
来
像
に

向
か
っ
て
、
世
界
遺
産
に
ふ
さ
わ
し
い

環
境
、
空
間
、
文
化
を
兼
ね
備
え
、
そ

こ
に
住
む
人
に
も
町
を
訪
れ
る
人
に
も

良
さ
が
感
じ
ら
れ
る
ま
ち
を
目
指
し
ま

す
。

　

前
期
基
本
計
画
の
５
年
間
に
は
当
町

を
取
り
巻
く
環
境
に
大
き
な
変
化
が
あ

り
ま
し
た
。
少
子
高
齢
化
の
進
行
や
情

報
通
信
技
術
の
発
達
、
市
町
村
合
併
・

地
方
分
権
の
進
展
や
国
・
地
方
を
通
じ

た
財
政
状
況
の
悪
化
な
ど
は
、
当
初
の

予
測
を
上
回
る
速
度
で
進
み
ま
し
た

が
、
中
で
も
大
き
な
変
化
が
人
口
減
少

と
市
町
村
合
併
で
す
。
日
本
の
総
人
口

は
予
想
よ
り
２
年
早
く
平
成　

年
に
減

17

少
に
転
じ
ま
し
た
が
、
今
後
、
急
速
に

少
子
高
齢
化
と
人
口
減
少
が
進
む
こ
と

は
、
地
方
の
経
済
と
自
治
体
に
と
っ
て

大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
ま
た
本
町

は
旧
合
併
特
例
法
の
下
で
、
市
町
村
合

併
を
選
択
せ
ず
「
当
面
自
立
」
の
方
針

で
町
政
運
営
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
状
況
変
化
に
対

応
す
る
た
め
、
前
期
基
本
計
画
の
成
果

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
各
分
野
の
施
策
の

方
向
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
基
本
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ま
た
当
面
の
自
立
を
実
効
あ
る
も
の

に
す
る
た
め
、
行
財
政
改
革
を
進
め
な

が
ら
、
限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に
活
用

し
、「
小
さ
く
と
も
キ
ラ
リ
と
光
る
ま
ち

づ
く
り
」
を
進
め
ま
す
。

　

基
本
構
想
の
施
策
の
大
綱
に
の
っ
と

り
、
７
つ
の
分
野
に
体
系
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。（
左
図
）

　

基
本
構
想
で
は
、
人
口
、
世
帯
数
、

就
業
者
数
の
３
項
目
に
つ
い
て
平
成　
22

年
の
目
標
値
を
設
定
し
ま
し
た
。
中
間

で
あ
る　

年
の
国
勢
調
査
の
結
果
を
見

17

る
と
、
お
お
む
ね
推
計
通
り
に
推
移
し

て
お
り
、
目
標
の
達
成
に
は
一
層
の
努

力
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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「
健
康
ひ
ら
い
ず
み　

計
画
」の
中

21

間
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂

肪
症
候
群
）
な
ど
の
生
活
習
慣
病
対

策
を
推
進
し
ま
す
。

�
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�

　

か
か
り
つ
け
医
の
一
層
の
普
及
を

図
る
と
と
も
に
、
公
共
施
設
へ
の
Ａ

Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の

設
置
を
行
い
ま
す
。
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成
年
後
見
制
度
や
地
域
福
祉
権
利

　

擁
護
事
業
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

　

ン
の
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、
災
害

　

時
要
援
護
者
避
難
支
援
プ
ラ
ン
の
策

　

定
に
努
め
る
な
ど
、
社
会
福
祉
協
議

　

会
や
児
童
民
生
委
員
な
ど
と
連
携
し

　

な
が
ら
地
域
福
祉
活
動
を
促
進
し
ま

　

す
。
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�

　
　

高
齢
者
や
障
害
者
に
や
さ
し
い
住

　

ま
い
づ
く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成
を
行
う

　

な
ど
、「
平
泉
町
老
人
保
健
福
祉
計

　

画
」
に
基
づ
い
た
取
り
組
み
を
進
め

　

ま
す
。
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多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
保
育
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豊
か
な
自
然
環
境
を
守
り
、
次
世

代
に
継
承
す
る
た
め
、
環
境
学
習
や

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
推
進
し
ま
す
。
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景
観
条
例
の
景
観
育
成
基
準
を
町

民
と
事
業
者
、
行
政
が
共
有
す
る
と

と
も
に
、
多
自
然
型
工
法
の
採
用
や

緑
化
を
推
進
し
ま
す
。
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前
期
基
本
計
画
で
は
、
達
成
度
を
測

る
指
標
と
し
て　

項
目
を
設
定
し
ま
し

67

た
が
、
こ
の
中
か
ら
達
成
し
た
も
の
や

現
在
は
適
当
で
な
い
も
の
な
ど
を
見
直

し
、
後
期
基
本
計
画
で
は　

の
指
標
を

47

設
定
し
ま
し
た
。
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Ｏ
１
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４
０
０
１
取
得
団
体
数
、
グ
ル
ー
プ

　

ホ
ー
ム
整
備
数
、国
指
定
史
跡
面
積
、

　

宿
泊
観
光
客
数
な
ど

�
�
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�
�
�	


�
基
本
健
康

��

　

診
査
受
診
率
、
１
人
当
た
り
ご
み
排

　

出
量
、
農
業
粗
生
産
額
、
製
造
品
出

　

荷
額
、
観
光
客
入
り
込
み
数
な
ど

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Ａ
Ｅ
Ｄ（
自

　

動
体
外
式
除
細
動
器
）
設
置
数
、
木

　

造
住
宅
耐
震
診
断
実
施
数
、
消
防
団

　

員
充
足
率
、
町
債
残
高
な
ど
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9,1008,5978,8198,8459,054

��

※（　）内は１世帯当たり人員数
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2,700
（3.4人）

2,552
（3.4人）

2,479
（3.6人）

2,481
（3.6人）

2,409
（3.8人）
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